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１ 基本的事項

消費者ニーズの多様化や食品加工技術の進展に伴い、食品の流通は広域化、国際化及

び長期化の傾向が進む中、牛海綿状脳症※（以下「ＢＳＥ※」という。）、高病原性鳥イ

ンフルエンザ※等の発生等の問題に加え、「食品の表示偽装」、「非食用事故米の不正流

通」、「中国産輸入食品からのメラミンの検出」、「食肉製品製造工場における使用水

からのシアン化合物の検出」、「食品から防虫剤成分や有機溶剤の検出」等食に関する

多様な事件、事故等が多発しており、消費者の食に対する不安、不信はかつてないほど

高まっています。こうした状況を踏まえ、監視指導の更なる充実や問題発生時の迅速か

つ的確な対応が求められています。

本県では、ここ数年、食品による大規模な事故の発生や食中毒の顕著な増加は見られ

ませんが、Ｏ１５７等腸管出血性大腸菌感染症やカンピロバクター食中毒が多発してお

り、ノロウイルス※とともに集団食中毒に対する注意が必要です。

また、平成20年3月には、「岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条

例※（以下「食の安全・食育条例※」という。）」に基づく「岡山県食の安全・安心推進

計画※（以下「食の安全・安心推進計画※」という。）」を策定し、食の安全・安心に関

する施策をより一層総合的かつ計画的に推進しているところです。

さらに、平成21年4月からは、県民局支局の地域庁舎※への移行や保健所再編による５

保健所４支所体制への移行が予定されており、健康危機管理等業務の円滑な推進が求め

られます。

この食品衛生監視指導計画は、このような状況を踏まえ、食の生産から流通・販売に

至る安全確保と県民の食に対する安心の拡大を図るため、食品衛生法※第２４条第１項の

規定に基づき策定するものであり、「食の安全・安心推進計画※」の中核を担うものでも

あります。

２ 重点的に取り組む事項（後述において★を付した事項）

（１）腸管出血性大腸菌、カンピロバクター及びノロウイルス※対策

（２）広域流通食品等事業者※等を対象とした重点監視の強化

（３）食品等試験検査の充実強化

（４）リスクコミュニケーション※の充実

（５）食品の適正表示指導の強化

３ 食の安全・安心推進計画と食品衛生監視指導計画との関係

県民の食に対する信頼の確保及び安全・安心な食生活の実現を目標に策定した「食の

安全・安心推進計画※」と本計画との関係は、資料１に示すとおりです。

４ 監視指導の実施体制

ポイント

１ 監視指導、検査体制の確保を図ります。（資料２参照）

２ 国及び近隣自治体と連携し、監視指導体制を確保します。

３ 関係部局と連携し、総合的な食品の安全確保体制を確保します。

４ ＢＳＥスクリーニング検査※は、全頭検査を継続します。

（１）監視指導等の実施体制とその役割

ア 監視指導

①保健福祉部生活衛生課（以下「生活衛生課」という。）

・食品衛生業務全般に関する企画、調整等

・岡山県食の安全・食育推進本部の運営（食の安全に係る部分）

②保健所衛生課

・食品衛生法※、岡山県ふぐ調理等規制条例※（以下「ふぐ条例※」という。）、

※の付してある用語については解
説を付けています。
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※の付してある用語については解
説を付けています。

岡山県魚介類行商条例※（以下「行商条例※」という。）及び食の安全・食育

条例※に基づく営業施設等の監視指導等

③食肉衛生検査所

・と畜場法※に基づくと畜場の監視指導等

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律※（以下「食鳥処理法※」と

いう。）に基づく食鳥処理場の監視指導等

イ 食品の検査

①生活衛生課

・検査機関の精度管理に関する業務

・食鳥処理法※に基づく食鳥検査業務の指定検査機関※への委任及び当該機関の

指導

②保健所検査課

・食品衛生法※に基づく収去検査※等

③食肉衛生検査所

・と畜場法※に基づくと畜検査

・ＢＳＥスクリーニング検査※等（めん羊・山羊を含む。）

④環境保健センター

・環境汚染物質の検査

・残留農薬等、遺伝子組換え食品※、アレルギー物質※検査等高度な検査

（２）国及び近隣自治体との連携

食の安全確保を図り、健康被害発生時の調査等を迅速かつ的確に実施するため、

生活衛生課は国及び近隣自治体と連携します。

ア 国との連携

①輸入食品等の法違反、大型食中毒発生時の調査等の対応

②ＢＳＥスクリーニング検査※で「要確認検査」時の確認検査に係る対応

③総合衛生管理製造過程※承認施設の監視指導

イ 近隣自治体との連携

①食中毒情報の共有化及び発生時の調査等の対応

②農林水産物の生産段階の安全規制に関する情報の交換

③その他食の安全に係る各種情報の交換等

（３）農林水産部局との連携

食品の生産、製造（加工）、流通、販売の一連の安全確保及び表示の適正化を図

るため農林水産部局との連携を図ります。

ア 生活衛生課と農林水産部関係課

イ 保健所、食肉衛生検査所と県民局※農林水産事業部関係課及び農林水産部出先機

関

（４）その他部局等との連携

ア 学校給食の監視指導に関し、生活衛生課と教育庁関係課等

イ 食品表示の監視指導に関し、生活衛生課、保健所、関係部局関係課等

ウ 食の安全相談窓口業務に関し、生活衛生課、保健所、関係部局関係課等

エ 事件性のある事例に関し、警察部局等

（５）保健福祉部内での連携

ア 病院、社会福祉施設における給食の監視指導に関し、生活衛生課と関係課

イ いわゆる健康食品等の監視指導に関し、生活衛生課と健康増進法及び薬事法関

係課
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※の付してある用語については解
説を付けています。

５ 監視指導の実施計画

ポイント

★１ 腸管出血性大腸菌、カンピロバクター及びノロウイルス※による食中毒の発生を

防止するための対策を実施します。

★２ 収去検査※においては、残留農薬や輸入食品の検査を強化するとともに、買上に

よる遺伝子組換え食品※、アレルギー物質※等を効率的に実施します。

３ 過去の食中毒等食品衛生法※違反の発生状況、健康被害発生の危険性、発生時の

影響等を考慮した監視指導を実施します。(重点監視施設の選定、監視回数の設定)

★４ 広域流通食品等事業者※に対して、適正な衛生管理、記録の作成・保存、適正な

表示の実施等を徹底するよう指導します。

５ 農林水産部局等と連携し、生産から流通・販売に至る各段階での安全の確保に努

めます。（資料３参照）

★６ 製造・加工業者等の表示義務者に対し、適正表示を徹底するよう指導します。

（１）重点的監視指導項目

ア 共通的項目

①営業施設における規格基準、表示基準、施設基準、管理運営基準の遵守

②食品製造（加工）施設における添加物の適正使用、原材料の衛生確保、異物混

入防止、製造（加工）工程の微生物等による汚染の防止、殺菌・保存工程の適

正温度管理、原材料の仕入れから製品の販売に至る必要な記録の作成・保存等

の管理の徹底

③食品販売施設における食品の適正な保存、仕入れに関する記録の作成・保存等

の管理の徹底

④輸入原材料等による問題の早期把握と適正措置に関する体制整備の指導

⑤原材料、製品の入出荷に係るトレサビリティー確保の指導

⑥消費者からの苦情の集約、対応措置等に係る体制整備の指導

⑦大量調理施設における大量調理施設衛生管理マニュアル※の遵守

⑧と畜場におけると畜場法※に基づく構造設備の基準、衛生措置に関する基準の遵

守

⑨と畜場における特定部位※の焼却処分及び枝肉の特定部位※による汚染防止の管

理の徹底

⑩食鳥処理施設における構造設備の基準、衛生管理の基準の遵守

イ 食品群別の監視指導項目

食品の種類 目 的 内 容

食肉 ・腸管出血性 ・製造（加工）、調理、販売等の各段階における衛生的取扱いの徹

大腸菌、カ 底

ンピロバク ・飲食店等における加熱調理時の十分な加熱の徹底

ター等によ ・生食用食肉提供のリスクの周知

る食中毒の

防止

魚介類 ・腸炎ビブリ ・かき処理施設における衛生管理の徹底

オ、ノロウ ・かき処理施設における生食用かき等の腸炎ビブリオ、ノロウイル

イルス※に ス※等の自主検査の実施

起因する食 ・飲食店、魚介類販売施設等における生食用鮮魚介類の腸炎ビブリ

中毒の防止 オによる汚染防止の徹底及び適正な保存管理の徹底

・ふぐに起因 ・ふぐの調理、加工、販売施設におけるふぐ条例※等に基づく登録

する食中毒 者の設置、有毒部位の除去及び適正な廃棄、販売等の制限の遵

の防止 守、営業の届出、専用器具類の設置等の徹底

・ナシフグ※取扱い施設における未処理ふぐの販売規制の徹底、毒
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性部位から筋肉への毒の移行防止措置等の徹底

食鳥卵 ・サルモネラ ・飲食店等における破卵の除去及び生食用卵の適正保存並びに生食

による食中 期限後の適正加熱調理等の徹底

毒の防止 ・菓子製造業における殺菌液卵の使用等の指導

・鶏卵の期限 ・液卵製造施設における使用器具類、製造ラインのサルモネラ属菌

表示の不正 による汚染防止対策の徹底

防止 ・ＧＰセンター※における鶏卵の洗浄及び殺菌の指導、賞味期限の

適正表示の徹底

乳、乳製品 ・抗生物質、 ・乳処理、乳製品製造施設における原料乳及び製品の自主検査の実

抗菌性物質 施

残留乳の排 ・乳処理、乳製品製造施設における製造ラインの殺菌の管理

除

・細菌性食中

毒の防止

・規格違反

の防止

野菜、果物 ・腸管出血性 ・販売段階等における生食用野菜、果物等の適正な取扱いについて

等 大腸菌によ の徹底

る食中毒の ・販売段階等における残留農薬等の検査

防止

・農薬等の残

留基準違反

品の排除

（２）監視指導の実施機関・種類・対象施設等

ア 保健所における監視指導

① 重点監視・一般監視

一般監視は、対象施設に対し概ね年１回の頻度で主に食品衛生法令等の違反

の確認、対象施設の衛生管理及び食品の衛生的取扱いの指導を実施します。

重点監視については、社会的影響度の高い大型の飲食店、食品製造業、給食

施設を対象に食品衛生法令等の違反の確認に加え、自主管理に係る細部にわた

る監視指導を行っていますが、近年の表示偽装、突発的な事件、事故等の発生、

製造段階での管理ミスによる自主回収事例の増加等から、監視指導内容の更な

る充実が求められています。そこで、食品衛生重点監視実施要領（平成9年3月

26日環衛第1057号保健福祉部長通知）（資料４）等に基づき選定した施設につ

いて、社会的影響等対象施設に対する監視の重要度を考慮し、重要度が特に高

い施設については指導内容を一層充実することとします。 なお、これに伴う

時間の増加に対応するため、現在の対象施設について重点的監視の必要性を検

討の上、対象施設の絞り込みを行うとともに、施設の実態に添った相応の監視

指導時間とするため、監視指導回数の設定基準を見直し、重点監視の内容強化

を図ります。

監視の種類 監視の対象施設 施設数 監視の頻度 監視の内容 備 考

★重点監視 重点監視対象施設※ 974 ●（資料５）により 重点施設調査票※や ３回以上

対象施設ごと 大量調理施設衛生 施設

・大型飲食店 に回数を設定 管理マニュアル※に 11

・大型製造業 〔内訳〕 基づく指導等 ２回以上

・大型量販店 許可業種 ①食品衛生法令等 施設

・給食施設 443 の違反確認・指 399

※の付してある用語については解
説を付けています。
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等 導等 １回以上

許可不要 ②原材料の管理 施設

業種 ③製造（調理）等工 483

531 程の管理 1/3回以上

④添加物の使用状況 施設

⑤製品の保管管理 81

⑥表示の管理 目標監視

⑦記録の作成・保存 指導件数

⑧自主検査 1,341件

⑨各種衛生規範
＊
によ 以上

る衛生管理

⑩収去検査

広域流通食品等

事業者※

①～⑩

⑪輸入原材料等によ

る問題の早期把握

と措置に係る体制

整備

⑫入出荷に係るトレ

サビリティーの確

保等

⑬自主回収に係る体

制整備

⑭苦情対応等の確認

・指導

⑮HACCP手法による

衛生管理

一般監視 ・重点監視対象施 24,377 ●１回 食品衛生監視票※を 目標監視

設 以外の施設 ただし、移動販 使用して 指導件数

・行商条例
※
に基づ 売形態の営業、自 ・食品衛生法令等 21,429件

く行商鑑札を受 〔内訳〕 動販売形態の営 の違反確認・指 以上

けた者 許可業種 業、屋台・テント 導等

16,908 等での調理・販売 ・施設の衛生状態

営 業 等 【 4 , 0 1 7 ・食品の温度管理

件】にあっては、 ・器具類の取扱い

許可不要 許可期間中６年に ・表示等について

業種 １回以上の監視指 点検

7,434 導を行う。

行商鑑札を受け

た者に対しては、

行商鑑札 届出や鑑札更新時

を受けた 等に監視指導を行

者 35 う。

乳搾取業につい

ては、必要に応じ

実施する。

※の付してある用語については解
説を付けています。
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集中監視 近隣の保健所及び食品衛生監視機動班が協力して効率的に監視指導を実施す

る。

※表中の施設数は平成２０年４月１日現在であり、２０年度監視指導実績の公表に当たっ

ての対象施設数は、平成２１年４月１日現在の施設数を基本とします。

② 各種一斉取締り等

期間を限定し、県下一斉に実施

名称 実施期間 対象施設 実施内容 備考

社会福祉施設等 ４月～６月 ・社会福祉施設 大量調理施設衛生管理マニ 県独自

給食施設一斉点 ・学校 ュアル※により、点検し、

検 ・病院 不備事項の改善を指導

★ノロウイルス
※
感染防止

の啓発

大量調理施設の ８月～９月 ・大規模仕出し・弁当施設 大量調理施設衛生管理マニ 県独自

一斉取締り ・大規模旅館・ホテル ュアル※により、点検し、

・大規模飲食店 不備事項の改善を指導

夏期食品一斉取 ７月 ・弁当・仕出し等飲食店 食中毒の発生しやすい施設 全国一

締り ・量販店等 を対象に食中毒の発生防止 斉

・食品製造施設 を啓発

ふぐ調理施設等 ４月～６月 ・ふぐ調理所等施設 ・販売等の制限、営業の届 県独自

一斉取締り １１月 （ふぐ条例※に基づく届出 出、登録者の遵守事項等

施設） ・ナシフグ※の適正な取扱

・ナシフグ※調理所等 い

★ノロウイルス １１月 ・飲食店、集団給食施設等 ・ノロウイルス食中毒の発 県独自

対策強化月間 生しやすい施設を対象に発

生防止の啓発を行う。

食品、添加物等 １２月 ・市場 主として、流通、販売段階 全国一

の年末一斉取締 ・量販店 での表示の点検や検査によ 斉

り ・食品製造施設 る不良食品の排除

③個別対策

次の事項については、他機関との連携や検査の強化により重点的に取組みます。

名称 時 期 内 容 備 考

★腸管出血性大腸 ４月～１１月 飲食店等食品提供施設、給食 食材の収去、買上検査

菌、カンピロバク 施設及び食肉取扱い施設に対す

ター対策 る生食用食材、食肉等の適正な チラシ等の作成・配布

取扱い及び食品の加熱調理時の

十分な加熱の指導、食材等の汚

染調査及び事業者、消費者の双

方に肉の生食の持つリスクの啓

発を行う。

かきの衛生確保 １０月～３月 かき処理施設の監視指導・収 水産課との連携

去検査等により、県内に流通す

るかきの安全確保を図る。

総合衛生管理製 年間 総合衛生管理製造過程承認施 中国四国厚生局との連携

造過程承認施設 設及び対米国、対ＥＵ輸出水産

等に対する監視 食品の対象施設等に対する監視
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指導 指導

表示合同点検 年間 ＪＡＳ法※担当部局と協力し 生産流通課、水産課、県民

て販売店等に対する表示点検の 局〔地域政策部〕との連携

実施

イ 食肉衛生検査所における監視指導

監視対象施設 施設数 監視の頻度 内 容 備 考

と畜場 ２ 年間 ・衛生管理マニュアルの遵守指 （施設名）

導 ・津山市食肉処理

・枝肉の細菌汚染実態調査 センター

・特定部位
※
の除去 ・井原市食肉セン

ター

食鳥処理場 大規模施設 ２回／年 ・施設、工程の監視指導 保健所との連携

（検査対象

施設※）

５

小規模施設 １回／年 ・ 施設、工程等の監視指導

（認定小規 ・食鳥処理衛生管理者の配置

模施設※） の遵守状況

１８ ・確認規程の遵守状況

・処理羽数の遵守状況

（３）★食品等の試験検査

各検査機関において、不良食品の流通防止を目的とした検査、環境汚染物質によ

る食品の汚染状況をモニタリングする検査、遺伝子組換え食品※やアレルギー物質※

の検査等を実施します。

なお、輸入食品からのメタミドホス等国内で使用が禁止されている農薬やメラミ

ンの検出、食品中からトルエンや防虫剤成分の検出等これまでに事例の少ない問題

も発生していることから、農薬検査項目の拡大、輸入食品検査の強化等試験検査の

充実強化を図ります。

残留農薬等のポジティブリスト制度※に対応した検査については、保健所検査課と

環境保健センターが連携し効率的に実施します。

また、検査の信頼性を確保するため、各検査機関における精度管理の向上に努め

ます。

ア 保健所、環境保健センター等

①監視と連動した収去検査（残留農薬等）

②環境汚染物質等の調査のための買上検査

③輸入冷凍食品等の残留農薬調査のための買上検査

④食品苦情及び食中毒に対応した原因究明のための検査

検査の区分 食品名 主な検査項目 検査予定数

魚介類 成分規格（細菌）、残留農薬等 ５０

冷凍食品 成分規格（細菌）、残留農薬等 ５０

魚介類加工品 成分規格（細菌、化学）、添加物等 ３００

肉・卵類加工品 成分規格（細菌、化学）、添加物等 ３００

乳製品・乳類加工品 成分規格（細菌、化学）、添加物等 １００

アイスクリーム類・氷菓 成分規格（細菌）、添加物等 ５０
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穀類及びその加工品 成分規格（化学）、添加物、残留農薬 ２４０

収去検査 等

野菜果物及びその加工品 成分規格（化学）、添加物、残留農薬 ９２０

等

菓子類 添加物等 ４００

清涼飲料水 成分規格（細菌、化学）、添加物等 １００

乳等 成分規格（細菌、化学）、残留農薬等 ９０

生食用かき 成分規格（細菌）等 ６０

その他（ふき取りを含む） 成分規格（細菌、化学）等 ３４０

計 ３，０００

輸入食品（再掲） ４２０

有害物質モニタリング調 重金属、農薬、ＴＢＴＯ※、ＰＣ ６２

査（農・畜・水産物） Ｂ※

腸管出血性大腸菌汚染実 腸管出血性大腸菌 １９５

環境汚染物質等 態調査（野菜・食肉等）

買上検査 遺伝子組換え食品※検査 遺伝子組換え食品※
３０

（大豆、とうもろこし）

アレルギー物質※の検査 アレルギー物質※
２０

（加工食品）

輸入冷凍食品等 加工食品中の残留農薬等 農薬・メラミン ９０

買上検査 モニタリング調査

輸入原材料等 原材料中の有機リン系農 農薬 ３０

買上検査 薬のモニタリング検査

苦情食品・緊急事案に対応した検査、食中毒 苦情・突発的事故の関連検査 適宜実施

等検査 食中毒関連検査 適宜実施

イ 食肉衛生検査所

① と畜場法※等に基づく獣畜（牛、馬、豚、めん羊、山羊）の検査及び食用不適

部位等の流通防止措置

② ＢＳＥスクリーニング検査※等

伝達性海綿状脳症※のスクリーニング検査を実施します。

・牛 :全頭を対象

・めん羊・山羊：１２ヶ月齢以上を対象

・スクリーニング検査で「要確認検査」時は、確認検査のために検体を国機関

へ送付

③ 食肉及び食鳥肉の精密検査（細菌及び残留抗菌物質）

（４）食鳥処理法※に基づく委任検査機関の指導（生活衛生課）

ア 知事が委任する指定検査機関の食鳥検査業務に係る適正指導

（５）食品等に関する苦情への対応（保健所）

ア 食の安全・食育条例※第１９条に基づく申出、食の安全相談窓口への相談に係る

調査及び関係施設等の指導

イ 苦情原因究明のための検査

ウ 違反食品に該当する場合の対応（（６）参照）

（６）食品等による緊急事案への対応（保健所、生活衛生課）

ア 関係自治体からの情報収集

イ 関係施設の調査及び回収等の指導
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ウ 緊急検査対応の整備及び必要に応じた緊急検査の実施

エ 健康危害に結びつく事案の県民への情報提供

（７）違反発見時の対応（保健所、生活衛生課）

ア 口頭指導（軽微なもの）

イ 衛生注意指導票※文書による文書指導（口頭指導により改善されない事例等）

ウ 食品衛生法※に基づく改善命令、廃棄命令、回収命令等行政処分（重大なもの）

エ 原因究明、再発防止措置

オ 他自治体に係るものについては当該自治体への通報

カ 危害拡大防止等を考慮した公表

キ 他法令に基づく違反については、当該法令所管部局への通報

ク 無許可営業等行政指導に従わない悪質な違反については、告発を行うとともに

公表を行う。

（８）食品衛生監視指導結果の公表（生活衛生課）

ア 平成２１年６月に平成２０年度の結果の概要をホームページ、報道発表等によ

り公表するほか保健福祉行政の概要に掲載

イ 夏期食品一斉取締り、食品、添加物等の年末一斉取締り結果については、終了

後速やかなホームページでの公表

（９）食中毒等健康危害発生時等の対応（保健所、生活衛生課）

ア 平常時の体制整備

イ 食中毒注意報の発令

ウ 発生時の調査及び公表並びに近隣自治体への連絡

エ 食品衛生法※に基づく原因施設に対する営業停止命令、改善命令等行政処分

オ 原因究明（遡り調査を含む）及び再発防止措置

カ 大規模事例等での国との連携

（１０）業界の指導育成（生活衛生課、保健所）

社団法人岡山県食品衛生協会※（以下「県協会※」という。）及び各保健所及び保

健所支所に設置されている食品衛生協会が営業者に行う自主管理の推進活動及び消

費者への衛生思想の普及啓発活動の指導、関係団体の育成

６ 食品等事業者※等に対する自主的衛生管理の推進

ポイント

１ 食品の生産から流通・販売に至る一貫した安全確保を図るため、農林水産部局と連

携して、対象業者の規模、社会的影響を考慮した自主管理体制構築を促進します。

２ 自主的衛生管理の推進を図るため、食品等事業者※による自主検査の励行、製造

（加工）者へのＨＡＣＣＰシステム※の導入を推進します。

（１）生活衛生課、保健所、食肉衛生検査所の役割

ア 生活衛生課

①生産段階の自主管理の推進指導を担当する農林水産部との連携

②県協会※との連携による食品等事業者※に対する自主管理の推進指導

イ 保健所

①生産段階の自主管理の推進指導を担当する県民局（地域庁舎）農林水産事業部

等との連携

②各保健所及び保健所支所単位に設置されている食品衛生協会との連携等により、

食品等事業者※に対する自主管理の推進指導

ウ 食肉衛生検査所

①と畜場における自主管理の推進指導
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②食鳥処理場における自主管理の推進指導

（２）自主管理体制構築の推進（保健所、食肉衛生検査所）

食品等事業者に対し、食品衛生法※に基づくその責務が円滑に実施されるよう規模、

形態等を考慮し、監視、講習会等を通じ自主管理体制の整備を指導します。

（３）製造（加工）者に対するＨＡＣＣＰシステム※の普及（保健所）

ア 総合衛生管理製造過程※承認を希望する施設に対する助言指導

イ その他製造業者等に対するＨＡＣＣＰシステム※の導入の推進

７ ★リスクコミュニケーション※の充実（資料６参照）

ポイント

１ 民間組織との協働により、食の安全に係るリスクコミュニケーション※を推進しま

す。

２ 各種媒体を活用し、食の安全に係る情報を積極的に提供します。

（１）食の安全・食育推進協議会※

食の安全・食育推進協議会※委員の意見を施策に反映させます。

（２）食の安全・安心に関する情報や意見の交換（生活衛生課、保健所、食肉衛生検査

所）

消費者、食品等事業者※、行政が三者で、又は二者で情報や意見を交換する場を

設定し、リスクコミュニケーション※を推進します。

ア 農林水産部局を通じた情報交換

イ 県協会※及び各保健所及び保健所支所単位に設置されている食品衛生協会を通じ

た情報交換

ウ 消費者団体等との意見交換

エ リスクコミュニケーター※ の活動支援

（３）消費者、食品等事業者※等への情報提供（生活衛生課、保健所、食肉衛生検査所）

ア 食の安全相談窓口での対応

イ 冊子、ホームページをはじめ各種媒体を活用した情報提供

ウ 食品衛生月間事業（広報活動、キャンペーン等）

（４）体験型衛生講習会の実施（保健所）

洗浄、殺菌等体験的要素を取り入れた衛生講習会を実施します。

（５）「検定－晴れの国おかやまの食－」の実施とリスクコミュニケーターの養成（生

活衛生課）

多くの県民が「食」に関心を持ち、知識を深める動機付けとして、食に関する知

識を問う「食の検定」を食の安全・食育推進協議会※と協働して実施します。

また、高得点合格者で同意を得られた者には、リスクコミュニケーター※養成講習

会を受講後、委嘱を行い、地域におけるリスクコミュニケーション※の中核的役割を

担っていただきます。

（６）リスクコミュニケーション推進強化事業（生活衛生課、保健所）

これまで２年間に渡り養成したリスクコミュニケーター※に地域におけるリスクコ

ミュニケーションの中核的役割を担っていただけるよう、各種研修等を通じて食の安

全に係る知識やリスクコミュニケーション技術のステップアップを図ります。

また、リスクコミュニケーターの育成と消費者の食の安全に対する科学的視点に立

った正しい理解の推進を目的とした食品の生産、製造・加工現場の視察型研修を実施
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します。

８ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上

ポイント

調査研究の推進や学会、研修会、講習会への派遣等により、食品衛生監視員、と畜検

査員及び検査担当職員の資質の向上に努めます。

（１）調査研究の推進

食品衛生監視員研修会等に係る調査研究を推進します。

（２）各種研修会及び学会への派遣等

ア 新任者研修

イ 食品衛生監視員研修会（中国地区、全国）への派遣

ウ 国立保健医療科学院特別課程への派遣

エ 国が主催する講習会への派遣

オ 各種研修会への派遣

カ 各種学会への派遣及び開催情報の提供

※の付してある用語については解
説を付けています。
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岡山県食の安全・安心推進計画と監視指導計画との関係

岡山県食の安全・安心推進計画 監視指導計画

１ 生産、加工製造における食の安全確保 ・監視指導の実施計画
・食品等事業者に対する自主

食品の安全性の確保を図るためには、まず第一に 的衛生管理の推進
安全で安心できる食品の生産、加工、製造の確保が ・食品衛生に係る人材の養成
最も基本的で重要なことです。そのために、県内で作 及び資質の向上・
られる食品が適切な管理のもと、生産、加工、製造さ
れるよう、安全対策の確保、充実強化や食品関連事
業者等への必要な知識の普及啓発等、各種施策に
取り組みます。

２ 流通、販売、消費における食の安全確保 ・監視指導の実施計画
・食品等事業者に対する自主

県内で消費される食品の安全性を確保するために 的衛生管理の推進
は、県内で生産された食品を始めとして、県内を流通 ・食品衛生に係る人材の養成
する県外産食品及び輸入食品を含めたすべての食品 及び資質の向上
について、安全性を確保することが必要です。
そのために、全ての食品が衛生的に取り扱われるよう
適正表示の点検や監視指導、試験検査の強化等、各
種施策に取り組みます。

３ リスクコミュニケーションの推進 ・リスクコミュニケーションの充
実

食品の安全性への信頼を確保するためには、行政
による監視指導や生産者の自主的な取組だけで達成
されるものではなく、消費者、食品関連事業者等と行
政が相互に理解し、信頼関係を築くことができるよう、
各種施策に取り組みます。

４ 協働の推進 ・監視指導の実施計画
・食品等事業者に対する自主

計画の効果的、効率的な推進を図るためには、食 的衛生管理の推進
の安全・食育推進協議会との協働をはじめ、各種団
体等との連携、協働が必要です。そのため、食の安
全・食育推進本部が中心となって食の安全・食育推進
協議会との協働や、人材の育成活用を各種団体等と
推進するよう、各種施策に取り組みます。

資料１
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中国地方 国
各自治体

農 担 食 岡山県食の安全 厚 農
林 当 品 労 水
水 部 衛 食育推進協議会 省 省
産 局 生 連携
部
局

＊保健所設置市に
あっては食品衛生 中国四国 中国四国
担当部局のみ 厚生局 農政局

協働
連携 連携 連携

県

県庁

【 岡山県食の安全・食育推進本部 】

生活環境部 農林水産部 保健福祉部 その他部局
・県民生活課 ・農政企画課 ・生活衛生課 総務部

・農業経営課 連携 協力 ・総務学事課
・生産流通課
・畜産課 ・保健福祉課
・水産課 ・健康対策課 教育庁
・林政課 ・医薬安全課 ・保健体育課

連携

出先機関 出先機関
環境保健センター 農業総合センター
・検査 家畜保健衛生所

総合畜産センター 連絡 出先機関
水産試験場 食肉衛生検査所
林業試験場 ・と畜検査

連携 ・と畜場・食鳥 連携
報告 処理場の監視

指導
連携

保健所

県 民 局

地域政策部 農林水産事業部 健康福祉部

・協働推進室 ・農業振興課・農畜産物生産課・
森林企画課 衛生課（監視・指導）

検査課（検査）

連携

※保健所・家畜保健衛生所は県民局の統轄出先機関

資料２

監視指導体制の概要図
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生産から流通・販売に至る各段階の監視指導の概要図
生

生産指導 産
生 農 林 水 産 部 段
産 （農薬・飼料添加物等の使用指導等） 階
段 監視・指導 の
階 (JAS 法表示) 農林水産部出先機関 安

県民局農林水産事業部 全
確
保

原材料 連携

製 監視・指導 保 健 福 祉 部
造
・ 保 健 所
加 （製造・加工・調理・販売施設の

工 検 査 監視・指導）
・
調 （検 査） 製
理 監視・指導 ・添加物、農薬、細菌等 造
段 (JAS 法表示) ・
階 加

食肉衛生検査所 工
（食肉検査・食鳥処理場の監視指導） ・

製品 流
通

生 活 環 境 部 ・
監視・指導 販

環境保健センター 売
（検 査） 段
・環境汚染物質 階

検 査 ・遺伝子組換え食品 の
流 ・アレルギー物質 安
通 ・ウイルス等 全
・ 確
販 保
売 連携
段
階 監視・指導

(JAS 法表示) 農 林 水 産 部
県民局農林水産事業部
生 活 環 境 部

県民局地域政策部
（ＪＡＳ法表示の指導）

資料３
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重点監視について
［食品衛生重点監視実施要領等要約］

１ 対象業種

業 種 業 種

□飲食店営業 □食肉製品製造業

＊大型飲食店、弁当屋、仕出し、団体客を扱う旅館 □乳酸菌飲料製造業（希釈のみを除く）

□菓子製造業（大型） □食用油脂製造業

□乳処理業 □添加物製造業（小分けのみを除く）

□乳製品製造業 □清涼飲料水製造業

□魚肉練り製品製造業 □その他の食品等の製造業（大型）

□食品の冷凍又は冷蔵業（冷蔵業を除く） □かき処理業

□缶詰又は瓶詰食品製造業（簡易な瓶詰を除く） □卸売市場

□あん類製造業 □食料品販売業（大型）

□アイスクリーム類製造業

２ 規模

（１）飲食店営業（大型飲食店）

常時、調理食数が、１日５００食以上の規模の施設とする。

（２）菓子製造業

常時、製造加工に専従する従業員が５名以上で特に重点的な監視が必要と思われる施

設とする。

（３）その他の食品等の製造施設

許可の要否にかかわらず、食品、添加物、容器包装の製造業で、常時、製造・加工に専

従する従業員が５名以上で特に重点的な監視が必要と思われる施設とする。

（４）集団給食施設

１日５００食以上の食事を提供する施設とする。

ただし、学校給食施設は全て含むものとする。

（５）食料品販売業

スーパー、百貨店等食料品を大量に扱う販売業とする。

（６）その他

１の対象業種以外の施設についても地域の実状により対象とする。

３ 重点監視事項

（１）食品衛生法に基づく規格基準及び表示基準、食品衛生法施行条例に基づく施設基準及

び管理運営基準、自主管理の徹底、自主検査の方法、各種衛生規範＊による衛生の確

保及びＨＣＣＣＰの手法を取り入れた衛生管理に係る監視指導を行う。

（２）食中毒、違反食品等のトラブル発生時の適正な措置がとれる体制整備の助言を行う。

※の付してある用語については解説
を付けています。

資料４
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監視指導回数設定基準

重点監視対象施設の監視指導に当たっては、該当施設の内から監視指導の重要性を考

慮し、対象施設への年間立入り回数に従ってＡ（年間３回以上）、Ｂ（年間２回以上）、

Ｃ（年間１回以上）、Ｄ（３年に１回以上）に分類し、効果的な監視に努める。

なお、対象施設の分類については毎年度見直しを実施することとする。

１ 立入回数の分類

分類 立入回数 分類の基準の該当項目数等

Ａ 年間３回以上 ５項目以上

Ｂ 年間２回以上 ４項目（但し、３項目以下であっても③～⑤の

いずれかに該当するものを含む。）

Ｃ 年間１回以上 ３項目以下（③～⑤のいずれかに該当するもの

を除く。）及び給食施設

Ｄ １回／３年以上 単独校方式の学校給食施設

２ 立入回数の分類の基準

分類の基準

①総合衛生管理製造過程の承認施設である。

②食品衛生法に基づく規格、基準が規定された食品を製造又は加工している。

③流通範囲が広域（県外又は管外）に渡る食品を製造又は加工している。

④製造又は加工（調理）量が、２，０００個／日（３００食／回又は７５０

食／日）以上である。

⑤事故発生の危険度が高い食品を製造又は加工（調理）している。

⑥過去３年以内に始末書の徴収を含む行政処分を１回以上実施している。

⑦食品衛生法に基づき使用基準が規定された添加物を複数使用している。

⑧衛生管理状態が不良である。

注１：事故発生の危険度が高い食品を以下のとおりとする。

・弁当、そうざい

・洋生菓子

・食肉、食鳥肉及び食肉製品

・乳及び乳製品

・食鳥卵及び液卵

・魚介類及び魚介類加工品（魚肉ねり製品を含む）

・低酸性食品（ｐＨ４．６以上で、水分活性が０．９４を超える食品）で賞味

期限が３ヶ月以上のもの（加圧加熱殺菌食品を除く）

注２：衛生管理状態が不良とは、監視採点が８０点未満の施設とする。

資料５
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リスクコミュニケーションの概要図

リスクコミュニケーション（例）
食の安全・食育推進協議会の運営 凡例
消費者団体等との意見交換

食の安全相談窓口 食 ： 食品衛生担当部局
食の安全サポーター拡大事業 農 ： 農林水産部局

他 ： その他部局
： 連携

食の安全・食育推進協議会

コミュニケーション 協働

県
《食の安全・食育推進本部》

事務局：生活衛生課

農 他

食

コミュニケーション コミュニケーション

リスクコミュニケーター等

消 費 者 食品等事業者
（生産者、製造者、販売者等）

コミュニケーション

注：リスクコミュニケーションは国の機関、民間組織等と協働する場合もあります。
注：リスクコミュニケーターについては、地域におけるリスクコミュニケーション活

動の中核になっていただくことを期待し養成中ですが、平成２１年度は可能な範
囲での活動を行っていただきます。

資料６
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用 語 解 説

＊あいうえお順に記載

アレルギー物質

食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的防

御反応によるものを食物アレルギーと呼んでいます。免疫学的防御反応とは、体の中に

異物（抗原）が入ってくるとこれに対して防衛しようとする働きにより抗体がつくられ、

異物（抗原）に対する抵抗性を獲得する反応です。アレルギー体質の人では、ある物質

に過敏に反応して、血圧低下、呼吸困難又は意識障害など、様々な症状が引き起こされ

ます。

食品衛生法では、アレルギー物質として表示を義務づけているものが７品目（えび、

かに、小麦、そば、卵、乳及び落花生）、指導により表示を推奨されているものが１８

品目（アワビ、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、

大豆、鶏肉、豚肉、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン）あります。

遺伝子組換え食品

「組換えＤＮＡ技術（遺伝子の本体であるＤＮＡ（デオキシリボ核酸）に人為的な操

作を加え、ある生物の遺伝子情報を別の生物のＤＮＡに導入し、その生物に新たな性質

を与える技術）」を利用してつくった農作物や微生物を使った食品のことです。組換え

ＤＮＡ技術を応用した食品は、農作物又はその加工食品のように組換え体そのものを食

べるグループと、新たな性質の微生物が産生した食品添加物のように組換え体そのもの

を食べないグループとがあります。

この前のグループを一般に遺伝子組換え食品といい、現在、食品衛生法及びＪＡＳ法

では、農産物として、大豆、とうもろこし、じゃがいも、てん菜等７種、加工食品とし

て３２種について、遺伝子組換えである旨の表示を義務づけています。

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）

牛の病気で、牛に存在するプリオンという蛋白が、病原性を獲得して異常となり、神

経系の組織を破壊する病気です。１９８６年にイギリスで初めて報告され、我が国では

２００１年９月に千葉県の食肉処理場において、初めて確認されました。

平成１８年４月、全国で２５例目として、本県でも初めて発見されました。（北海道

産、ホルスタイン種、雌、７１ヶ月齢）

衛生規範

食品の安全性確保の推進及び全体的衛生水準の積極的な向上を目的として国が示した

ガイドラインである。

現在、弁当、そうざい、漬物、洋生菓子、生めん類等に関する衛生規範がある。
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岡山県魚介類行商条例

魚介類の行商による衛生上の危害の発生を防止するため、県が独自に行商の届出や行

商に関する衛生基準を定めた条例です。

＊行商とは、生業として手押し車などで移動しながら魚介類を販売することです。

なお、自動車による移動販売は食品衛生法に規定された魚介類販売業に該当します。

岡山県食の安全・安心推進計画

平成２０年３月、食の安全・安心の確保に関する施策をより一層総合的かつ計画的に

推進し、県民の健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的に、食の安全・食育条例

第10条に基づき策定しました。

この計画は、「県民の食に対する信頼の確保」「安全・安心な食生活の実現」を達成

すべき目標とした、平成22年までの中期計画です。

岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例

平成１８年１２月、食の安全・安心の確保と食育の推進を一体的に捉え、各種施策を

総合的、計画的に展開し、県民の健康で豊かな生活の実現を目的に制定されました。

条文では、基本理念、各関係者の責務・役割などの基本事項を定めるとともに、推進

計画の策定、自主回収の報告、県民からの申出に対する調査など県が果たすべき具体的

事項を規定しています。

食の安全・安心と食育を一体化した条例は、兵庫県に次いで全国２番目です。

岡山県食品衛生法施行条例

食品衛生法の規定により、都道府県知事等が条例で定めるべき基準等について規定し

た条例であり、営業者が公衆衛生上講ずべき措置として、施設の管理や食品の取扱い等

について規定した「管理運営基準」、営業施設に関する「営業施設基準」等を内容とし

ています。

岡山県ふぐ調理等規制条例

ふぐによる食中毒を防止するため、ふぐの調理、加工、販売等について、ふぐの調理

等を行う者の要件、販売に関する制限、営業の届出等について定めたものです。

規格基準

規格には、食品の成分に関するもの（牛乳等では大腸菌群が検出されてはならない

等）、添加物の純度に関するもの、器具類の材質に関するもの（陶磁器等の鉛の溶出濃

度の制限）等があります。

基準には、食品の製造に関するもの（清涼飲料水の殺菌条件等）、保存温度に関する

もの、添加物の使用に関するもの、器具類の製造に関するもの（溶出する重金属）等が

あります。
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検査対象施設

年間処理羽数が３０万羽を超える大規模な食鳥処理施設で、食鳥処理法により、１羽

ごとに獣医師が検査し、安全を確認しています。

県民局（地域庁舎）

平成１７年４月から、地方振興局に替わり、地域の施策全般について担う新たな県の

総合出先機関として、「備前県民局」、「備中県民局」、「美作県民局」の３つの「県

民局」が設置されています。また、この他に６つの「地域庁舎」が設置されています。

県民局（地域庁舎） 位置

備前県民局 岡山市

東備地域庁舎

備中県民局 倉敷市

井笠地域庁舎

高梁地域庁舎

新見地域庁舎

美作県民局 津山市

真庭地域庁舎

勝英地域庁舎

広域流通食品等事業者

全国規模の広域流通を前提にして食品を製造し、又は販売する事業者のことで、これ

ら事業者が製造・販売した食品に不具合があった場合、社会に対する影響力は大きく、

回収などの修復措置も取りにくいことから、食品衛生法第３条に規定されている「安全

性の確保」や「記録の作成・保存」に関する責務が、特に強く求められています。

高病原性鳥インフルエンザ

鳥類（鶏や七面鳥等の家きん）に鳥インフルエンザウイルスが感染して死亡率の上昇、

産卵停止、下痢、食欲減退、呼吸器症状などを呈する病気を鳥インフルエンザといい、

中でも血清型Ｈ５亜型及びＨ７亜型によるものを高病原性鳥インフルエンザといいます。

Ｈ５Ｎ１亜型のような強毒タイプとＨ５Ｎ２亜型のような弱毒タイプがあります。

中国、ベトナムなど東南アジア諸国やトルコ、ルーマニアなどヨーロッパでも発生し

世界的流行が懸念されています。

日本では、平成１６年１月に山口県で７９年ぶりに発生して以来、大分県、京都府、

茨城県、埼玉県、宮崎県で確認され、平成１９年１月には、本県高梁市でも発生があり

ました。（茨城県、埼玉県はＨ５Ｎ２亜型、その他は全てＨ５Ｎ１亜型）
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指定検査機関

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定された厚生労働大臣が指定す

る食鳥検査業務を行うことのできる機関。

社団法人岡山県食品衛生協会

飲食に起因する食中毒などの危害の発生を防止し、公衆衛生の増進に寄与することを

目的に食品関係営業者が昭和２７年に組織した団体で、昭和５６年に社団法人化しまし

た。会長が委嘱した食品衛生指導員が中心となり、自主管理の推進や消費者への食品衛

生思想の普及啓発を目的に各種活動を行っています。なお、公益法人制度改革により、

平成２０年１２月１日以降、特例社団法人に移行しています。

収去検査

食品衛生法第２８条に基づき、国や地方自治体の食品衛生監視員が、販売されている

食品、添加物、器具又は容器包装を無償で持ち帰り検査することです。

重点監視対象施設

保健所が、①食中毒が発生し易く食品衛生上特に配慮を必要とする業種、②添加物の

使用頻度が高く、又は製造工程の複雑な製造（処理）業、③食品を大量に扱う販売（卸

売）業、を対象に規模、形態、地域の実情を考慮して選定し、重点的に監視を行ってい

ます。

重点施設調査票

重点監視対象施設について、施設の概要、製造（加工）又は調理の管理体制、製造

（加工）又は調理工程の流れ、使用添加物、包装資材、表示及び製品等について詳細に

まとめた調査票です。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

食用に供する鶏、あひる、七面鳥等家きんのと殺解体に係る事業について衛生上の規

制を講じるとともに、食鳥検査の制度を設けることによって食鳥肉等に起因する衛生上

の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。

食の安全・食育推進協議会

岡山県が取り組む食の安全・安心の確保及び食育の推進に係る各種施策に対する提言

や普及啓発への協力をいただくため、消費者、生産者、製造（加工）業者、流通業者、

学識経験者、行政機関の代表２５名で構成した組織です。

食品衛生監視票

営業施設個々について、施設・設備、器具類、食品等の衛生的取扱いについて点検し、

指導内容等を記録するものです。
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食品衛生法

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することにより、国民の健康の保護を図る

ことを目的とする法律です。飲食物のほか、飲食物等に直接接触する器具、容器包装や、

おもちゃ、及び洗浄剤等も対象とし、食品等の規格基準、表示基準、検査制度及び営業

許可等について規定しています。

食品等事業者

食品衛生法に以下のとおり規定されています。食品衛生行政担当部局では、農林水産

業における食品の採取業を除く事業者について担当し、農林水産部局が農林水産業にお

ける食品の採取業を営む事業者に関する部分を担当します。

・食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、

若しくは販 売することを営む人又は法人

・器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人又は法人

・学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与す

る人又は法人

総合衛生管理製造過程

ＨＡＣＣＰシステムの手法を取り入れて、総合的に 衛生管理して食品を製造・加工

する過程のことをいいます。また、食品衛生法に基づき、この過程を経て製造又は加工

することを厚生労働大臣が承認する制度です。①乳（牛乳）②乳製品（発酵乳、アイス

クリームなど）③清涼飲料水（ミネラルウォーター、炭酸飲料、茶系飲料など）④食肉

製品（ハム、ソーセージなど）⑤魚肉練り製品（ちくわ、かまぼこなど）⑥容器包装詰

加圧加熱殺菌食品（レトルト食品、缶詰など）の６種類が承認対象食品として規定され

ています。

大量調理施設衛生管理マニュアル

特定給食施設における食中毒を予防するために、ＨＡＣＣＰの概念に基づき、調理過

程における重要管理事項等を示したものであり、このマニュアルは、同一メニューを１

回３００食又は１日７５０食以上提供する調理施設に適用されます。

伝達性海綿状脳症

伝達性海綿状脳症はプリオン病の１つであり、プリオン蛋白質が病原体である｡プリオ

ン病には、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病（ＣＪＤ）、ウシの伝達性海綿状脳症

（ＢＳＥ）、ヒツジやヤギのスクレイピー、鹿の慢性消耗病（ＣＷＤ）、ネコの海綿状

脳症などがあります｡

特定部位

ＢＳＥの原因となる異常プリオンが蓄積されやすい頭部（頬肉、舌を除く。）、脊髄、

回腸（盲腸との接続部分から２メートルまでに限る。）を特定部位という。一般的には、

特定危険部位といわれています。
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また、牛のせき柱については、せき柱に含まれる背根神経節のリスクがせき髄と同程

度とされたため、平成１６年２月１６日からＢＳＥ発生国の牛せき柱の食品使用等が禁

止されました。

と畜場法

食用に供するために獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊）をと殺解体処理する「と畜

場」の経営及び処理の適正確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を

講じることにより国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。

ナシフグ

「ふぐ」の一種で、凍結された輸入ナシフグの筋肉から毒（テトロドトキシン）が検

出され、平成５年から販売等が禁止されました。

香川・岡山両県海域及び有明海、橘湾（長崎県）で漁獲されたナシフグで、手順に従

って適正に処理されたものは、例外的に販売等が認められています。

認定小規模施設

食鳥処理法により、食鳥処理を衛生的に管理するため設置された「食鳥処理衛生管理

者」が国で定める方法に従って食用に適するかどうかの確認をしている年間３０万羽以

下の小規模施設です。

ノロウイルス（小型球形ウイルス）

直径３０ナノメーター（ナノメーター＝１０億分の１メートル）程度の大きさの球形

のウイルスです。二枚貝（生かき等）の喫食による食中毒事例が報告されていますが、

近では、特定給食施設での発生事例等も報告されています。発症までの時間は２４～

４８時間程度で、下痢、嘔吐、腹痛、発熱等が主な症状です。少量（１００個程度）で

感染するといわれており、感染者の便や吐物による二次感染を起こすことがあります。

ポジティブリスト制度

ポジティブリストとは、原則的に全てが禁止された中で、禁止が解除されるものを示

した一覧表です。食品中に残留する農薬、動物用医薬品、飼料添加物についても、平成

１８年５月からポジティブリスト制度が導入され、リストに掲げる農薬等以外の農薬等

が残留する食品やリストの基準値を超えて農薬等が残留する食品は流通が禁止されます。

リスクコミュニケーション

食品の摂取によって人の健康に悪影響がおきるリスク（危険性）について、消費者、

食品等事業者、行政の間で情報、意見などを相互に交換する過程です。説明会・勉強会、

シンポジウム、座談会等での意見交換等がこれにあたります。

リスクコミュニケーター

食品のリスクに対する他の関係者の立場、発想、考え方を理解し十分な意思疎通を図
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ることができ、リスクコミュニケーションを支援、仲介できる能力を有する人をいいま

す。

＊Ａ～Ｚ順に記載

ＢＳＥスクリーニング検査

牛がＢＳＥに感染しているかどうかを、牛の脳の一部（延髄）を取り出して、そこに

ＢＳＥの原因と考えられる異常プリオンがあるかないかを調べるための一次検査です。

一次検査は、食肉衛生検査所が実施しています。なお、一次検査で陽性が確認されたも

のについては、国の機関に送って確認検査（二次検査）を実施し、その検査結果を基に

国の専門家会議でＢＳＥに感染しているか否かの判定をしています。ＢＳＥスクリーニ

ング検査は、２００１年９月に国内で 初のＢＳＥ牛が発見されたことを受けて、食用

にと殺解体処理される牛を対象に実施されています。

ＧＰセンター

Ｇｒａｄｉｎｇ ａｎｄ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒの頭文字をとってＧＰセンターと称し、鶏卵の

格付（選別）包装を行う施設のことです。

ＨＡＣＣＰシステム

米国の航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が宇宙飛行士に安全な宇宙食を供給するために開発し

た衛生管理システムを Ｈａｚａｒｄ（危害）Ａｎａｌｙｓｉｓ（分析）Ｃｒｉｔｉｃａｌ（重要）Ｃｏｎｔｒｏｌ

（管理）Ｐｏｉｎｔ（点）システムといい、この頭文字をとってＨＡＣＣＰシステムと呼ばれ

ています。これまでの 終製品の検査によって食品の安全性を保証しようとするのでは

なく、食品の製造・加工のあらゆる工程で微生物汚染や異物混入等の危害についてあら

かじめ調査・分析し、この結果に基づいて、特に重要な管理を行う必要がある工程を重

要管理点と定め、これが遵守されているかどうかを継続的に監視することにより、製

造・加工工程全般を通じて製品のより一層の安全性を確保する衛生管理手法です。

ＪＡＳ法

正式には、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。

農林物資の品質の改善、取引の公正化を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林

規格（ＪＡＳ規格）による検査に合格した製品にＪＡＳマークを付けることを認めた

「ＪＡＳ規格制度」及び一般消費者の商品選択に役立てるために農林水産大臣が制定し

た品質表示基準に従った表示をすべての製造業者又は販売業者に義務づける「品質表示

基準制度」からなります。

ＰＣＢ

燃えない油としてトランスやコンデンサーなどに広く利用されていましたが、皮膚や

肝臓に対する毒性が強く、広く環境を汚染していることが明らかになり、現在使用が禁

止されています。県では、魚介類の汚染状況を毎年調査しています。
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ＴＢＴＯ

船底や漁網に貝や海藻が付着するのを防ぐ塗料に使用されていましたが、貧血や肝臓

障害などにつながる毒性があり、現在使用が禁止されています。県では、魚介類の汚染

状況を毎年調査しています。




